
　JICAは「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（以
下、「ガイドライン」）と「国際協力機構環境社会配慮ガイ
ドラインに基づく異議申立手続要綱」（以下、「異議申立
手続要綱」）に基づき、環境社会配慮確認を行っています。

ガイドラインと異議申立手続要綱のポイント
　JICAは、協力事業が自然環境や社会環境に与える影響
を抑え、持続可能な開発が行われるよう、ガイドライン
を定めています。事業実施に際しては、このガイドライ
ンの下、相手国等のプロジェクトが環境や地域社会に与
える影響を回避または最小化し、受け入れることができ
ないような影響をもたらすことがないよう、相手国等に
よる適切な環境社会配慮の確保の支援と確認を行います。
また、現地の住民からの異議を受け付け、ガイドライン
が遵守されていないおそれがある場合には、調査・調整
を行う異議申立制度を整備しています。
　2022年1月に12年ぶりにガイドラインを改正し、気候
変動への対応として温室効果ガス総排出量の推計や公表
の取り組みを盛り込みました。また、事業計画の早期の
段階で対外情報発信・対話を促進し、開発効果をより迅
速に発現させることを目指し、環境アセスメント報告書
の情報公開の要件を見直しました。さらに、影響を受け
る現地の人々の環境社会配慮確認プロセスへの適切な参
加が確保されるよう、世界銀行などの国際機関の対応を
踏まえ、従来の取り組み指針を拡充・見直しています。
　ガイドラインの改正に併せて、異議申立手続要綱につ
いても、異議申立審査役の独立性・中立性の明確化、十
分な調査期間の確保、申立要件の見直しによるアクセス
向上などの観点から改正しました。

環境社会配慮確認のプロセスと透明性の確保
　環境社会配慮確認のプロセスは、①環境や社会への影
響度合いに応じて4つのカテゴリに分類する「スクリー
ニング」、②事業実施を決定する際に環境社会配慮の確
認を行う「環境レビュー」、③事業実施から完了後まで環
境や社会への影響を調査する「モニタリング」の3つの工
程から成ります［➡図を参照ください］。
　各工程において、説明責任と多様なステークホルダー
の参加を確保するため、環境社会配慮に関する情報公開
を相手国等の協力の下で積極的に行っています。
　その一環として、公募で選ばれた外部専門家から成る

「環境社会配慮助言委員会」を常設し、協力事業における
環境社会配慮の支援と確認に関する助言を得ています。
さらに、透明性と説明責任を確保するため、同助言委員
会の議事録や相手国等が作成した環境社会配慮に関する
文書を公開しています。
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https://www.jica.go.jp/environment/index.html



